
二
五
白
書
・
青
書

一
白
書
と
は
、
中
央
官
庁
が
編
集
す
る
政
府
刊
行
物
で
、
そ
の
内
容
が
、
政
治
経
済
社
会
の
実
態
及
び
政
府
の
施
策
の
現
状

に
つ
い
て
、
国
民
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
法
令
制
度
等
の
解
説
書
、
単
な
る
統

計
調
査
報
告
書
、
現
業
官
庁
に
お
け
る
事
業
の
紹
介
等
は
含
ま
れ
な
い
。

二
政
府
の
発
行
す
る
刊
行
物
の
う
ち
、
世
上
い
わ
ゆ
る
白
書
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
う
ち
に
は
、
①
法
律
上
、
特
に
そ
の
作
成

が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
各
省
庁
に
よ
っ
て
任
意
に
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
②
法
律
上
、
講
じ
た
施
策
等
に
つ
い

て
、
国
会
等
に
対
す
る
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
報
告
書
を
白
書
と
し
て
刊
行
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、

前
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
白
書
を
閣
議
に
配
布
す
る
場
合
と
閣
議
に
配
布
す
る
こ
と
も
な
く
、
事
実
上
作
成
、
公
表
し
て
い

三
青
書
と
は
、
外
務
省
が
、
毎
年
一
回
作
成
、
公
表
す
る
「
外
交
青
書
わ
が
外
交
の
近
況
」
の
こ
と
で
あ
り
、
他
の
省
庁

が
出
す
白
書
と
区
別
し
て
、
表
紙
が
青
い
こ
と
か
ら
、
外
交
青
書
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
こ
と
に
特
別
の
意
味
は
な
い
。

四
白
書
の
取
扱
い
に
関
し
て
は
、
「
政
府
刊
行
物
（
白
書
類
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
十
八
年
十
月
二
十
四
日
事

務
次
官
等
会
議
申
合
せ
）
に
よ
り
、
そ
の
内
容
、
編
集
及
び
公
表
に
つ
い
て
の
責
任
体
制
、
手
続
等
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

白
書
と
い
う
名
称
の
使
用
に
つ
い
て
も
、
こ
の
申
合
せ
の
中
で
、
「
政
府
刊
行
物
の
う
ち
、
正
式
書
名
中
に
白
書
と
い
う
文

字
を
用
い
る
の
は
、
別
表
に
掲
げ
る
白
書
類
に
限
る
」
も
の
と
さ
れ
、
新
た
に
各
省
庁
に
お
い
て
白
書
類
を
刊
行
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
お
い
て
白
書
と
称
す
る
た
め
に
は
、
閣
議
了
解
を
求
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
実
質
的
に
は
、

上
記
の
白
書
の
性
質
を
備
え
て
い
な
が
ら
白
書
と
い
う
名
称
を
用
い
て
い
な
い
も
の
（
た
と
え
ば
、
総
務
庁
年
次
報
告
）
が

五
白
書
、
青
書
と
い
う
言
葉
の
由
来
は
、
英
国
政
府
が
外
交
の
内
容
を
国
民
に
知
ら
せ
る
た
め
に
出
し
た
文
書
の
表
紙
が
白

る
も
の
が
あ
る
。

あ
る
。

『
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（
参
考
資
料
一
）

○
政
府
刊
行
物
（
白
書
類
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

（
国
会
答
弁
例
）

か
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
文
書
を
白
書
吾
陣
の
冨
画
閂
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
に
、
ま
た
、
英
国
議
会
と
枢
密
院
会
議
の
報

告
書
に
は
青
表
紙
が
つ
い
て
い
る
た
め
、
青
書
匡
馬
冒
昊
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
に
あ
り
、
我
が
国
で
も
こ
の
習
慣
に
な
ら

っ
て
、
一
般
に
政
府
の
公
式
文
書
に
白
書
、
青
書
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

六
我
が
国
で
は
、
昭
和
二
十
二
年
七
月
、
片
山
哲
内
閣
の
と
き
に
発
表
さ
れ
た
経
済
白
書
（
経
済
実
相
報
告
書
）
が
、
白
書

の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。

〆
坂
本
内
閣
官
房
長
官
答
弁
」

○
国
務
大
臣
（
坂
本
三
十
次
君
）
白
書
と
い
う
も
の
は
中
央
官
庁
の
編
集
す
る
政
府
刊
行
物
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
内
容
は

政
治
、
経
済
、
社
会
の
実
態
及
び
政
府
の
施
策
の
現
状
に
つ
い
て
国
民
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
こ

う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
国
民
の
皆
さ
ん
に
現
実
の
政
治
あ
る
い
は
行
政
の
動
き
を
よ
く
お
知
り
を
い
た
だ
い
て
、

そ
し
て
御
批
判
を
願
う
、
そ
し
て
御
協
力
を
い
た
だ
く
、
そ
れ
が
私
は
眼
目
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

忌
嬬
鯛
鞭
割
詳
票

鰯

六
争
迩

昭
和
三
八
年
一
○
月
二
四
日

事
務
次
官
等
会
議
申
合
せ

霞
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各
省
庁
が
編
集
す
る
政
府
刊
行
物
の
う
ち
白
書
類
（
そ
の
定
義
は
、
備
考
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
）
は
、
政
治
経
済
社

会
の
実
態
及
び
政
府
の
施
策
の
現
状
に
つ
い
て
国
民
の
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、
各
種
の
調
査
研
究
の
重
要
か
つ
貴
重
な
資

料
を
提
供
す
る
と
い
う
点
で
そ
の
果
た
し
て
き
た
役
割
は
小
さ
く
な
い
が
、
そ
の
内
容
等
に
つ
い
て
多
少
問
題
も
あ
る
の
で
、

ｌ
白
書
類
は
、
政
治
経
済
社
会
の
実
態
を
国
民
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
将
来
の
見
通
し
及

び
施
策
の
方
向
（
以
下
将
来
の
見
通
し
等
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
付
随
的
に
ふ
れ
る
程
度
に
止
め
る
。

２
将
来
の
見
通
し
等
に
ふ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
極
力
一
般
的
抽
象
的
な
意
見
に
止
め
る
よ
う
配
意
す
る
と
と
も
に
、
特

に
政
府
の
重
要
な
施
策
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
具
体
的
な
将
来
の
見
通
し
等
を
述
べ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
す
で
に
政

府
の
公
式
見
解
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
範
囲
の
も
の
を
除
き
、
事
前
に
そ
の
要
点
に
つ
い
て
閣
議
の
了
解
を
経
る
よ
う
に

３
白
書
類
の
編
集
及
び
公
表
に
つ
い
て
の
責
任
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
そ
の
改
善
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

(1) す
る
。

各
省
庁
の
名
に
お
い
て
編
集
し
、
そ
の
旨
を
前
文
中
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
閣
議
に
報
告
又
は
配
布
し
、
閣
議

の
了
解
を
得
た
後
に
公
表
す
る
。
た
だ
し
、
法
律
に
基
づ
い
て
国
会
に
提
出
し
た
報
告
書
を
そ
の
ま
ま
刊
行
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
改
め
て
閣
議
の
了
解
を
得
る
手
続
を
要
し
な
い
。

な
お
、
正
式
新
聞
発
表
は
閣
議
終
了
後
に
行
な
う
も
の
と
し
、
予
報
の
た
め
白
書
類
を
報
道
関
係
者
に
手
交
す
る
場
合

は
、
正
式
発
表
が
あ
っ
た
後
に
報
道
さ
れ
る
よ
う
取
り
計
ら
う
。

②
そ
の
他
の
白
書
類
（
参
考
資
料
参
照
）
に
あ
っ
て
は
、

各
省
庁
部
局
長
以
上
の
責
任
に
お
い
て
編
集
し
、
そ
の
旨
を
前
文
中
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
公
表
に
つ
い
て
は
、

当
該
白
書
類
の
重
要
性
等
に
応
じ
大
臣
、
事
務
次
官
又
は
外
局
の
長
の
了
承
を
得
る
こ
と
と
す
る
。

別
表
に
掲
げ
る
白
書
類
に
あ
っ
て
は
、

で！

《
（
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４
政
府
刊
行
物
の
う
ち
、
正
式
書
名
（
副
題
を
含
む
。
）
中
に
白
書
と
い
う
文
字
を
用
い
る
の
は
、
別
表
に
掲
げ
る
白
書
類

な
お
、
白
書
類
の
印
刷
発
行
に
つ
い
て
は
、
「
政
府
刊
行
物
の
普
及
の
強
化
に
つ
い
て
」
（
昭
和
別
年
ｎ
月
２
日
の
閣
議

了
解
）
に
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
に
大
蔵
省
印
刷
局
を
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。

５
以
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
効
を
期
す
る
た
め
、
総
理
府
に
お
か
れ
て
い
る
「
政
府
刊
行
物
普
及
協
議
会
」
（
上

記
の
閣
議
了
解
に
よ
り
設
置
）
に
お
い
て
十
分
な
連
絡
を
図
る
。

な
お
、
各
省
庁
に
お
い
て
新
た
に
白
書
類
（
不
定
期
に
刊
行
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
刊
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お

い
て
も
同
様
と
す
る
（
白
書
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
閣
議
了
解
に
よ
り
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
。

（
備
考
）

に
限
る
。

こ
こ
に
い
う
白
書
類
と
は
、
つ
ぎ
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
た
も
の
を
い
う
。

側
中
央
官
庁
が
編
集
す
る
政
府
刊
行
物
で
あ
る
こ
と
（
政
府
刊
行
物
と
は
、
上
記
の
閣
議
了
解
に
よ
れ
ば
、
「
政
府
機
関

が
編
集
す
る
印
刷
物
で
販
売
又
は
頒
布
す
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。
）
。

②

内
容
は
、
私

で
あ
る
こ
と
。

従
っ
て
、
法
令
制
度
等
の
解
説
書
、
単
な
る
統
計
調
査
報
告
書
、
現
業
官
庁
に
お
け
る
事
業
の
紹
介
書
等
は
含
ま
な
い
。

ロイな
お

ノ、

官
職
を
付
し
た
個
人
名
で
編
箸
す
る
も
の
は
含
ま
な
い
。

非
売
品
で
あ
っ
て
も
広
く
頒
布
す
る
も
の
は
含
む
が
、
部
内
資
料
は
含
ま
な
い
。

図
書
の
形
を
と
る
も
の
に
限
り
、
原
則
と
し
て
月
刊
誌
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
等
は
含
ま
な
い
。

は
、
政
治
経
済
社
会
の
実
態
及
び
政
府
の
施
策
の
現
状
に
つ
い
て
国
民
に
周
知
さ
せ
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の

鐙
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1918171615141312 1110 9 876 54 3 2 1

総
理
府

″

経
済
企
画
庁

〃〃〃

科
学
技
術
庁

法
務
省

外
務
省

大
蔵
省

文
部
省

厚
生
省

通
商
産
業
省

運
輸
省

〃〃

労
働
省

建
設
省

自
治
省

所
管
省
庁
名

青
少
年
白
書

原
子
力
白
書

経
済
白
書

国
民
所
得
白
書

国
民
生
活
白
書

世
界
経
済
白
書

科
学
技
術
白
書

犯
罪
白
書

わ
が
外
交
の
近
況

国
有
財
産
白
書

日
本
の
成
長
と
教
育
（
訂
年
版
）

厚
生
白
書

通
商
白
書

民
間
航
空
の
現
況

海
運
白
書

海
上
保
安
の
現
状

労
働
白
書

建
設
白
書

火
災
の
実
態
と
消
防
の
現
状

表
題

先
進
国
へ
の
道
（
邪
年
版
）

景
気
調
整
下
の
国
民
生

活
と
生
活
革
新
の
現
段

階
（
訂
年
版
）

犯
罪
と
犯
罪
者
処
遇
の

概
観
（
羽
年
版
）

教
育
の
展
開
と
経
済
の

発
達
（
訂
年
版
）

人
口
革
命
（
師
年
版
）

日
本
海
運
の
現
況

労
働
経
済
の
分
析

国
土
建
設
の
現
況

副
題

外
交
青
書

教
育
白
書

航
空
白
書

海
上
保
安
白
書

消
防
白
書

通
称
名



（
国
会
に
対
す
る
報
告
書
を
そ
の
ま
ま
印
刷
・
刊
行
す
る
も
の
）

参
考
資
料

鐙

鱈
（
二
口
メ
モ
）

届
白
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青
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29282726252423222120

総
理
府

〃〃

農
林
省

〃〃〃

通
商
産
業
省

通
商
産
業
省

自
治
省

所
管
省
庁
名

公
正
取
引
委
員
会
年
次
報
告

観
光
の
動
向
に
関
す
る
年
次
報
告

次
年
度
に
講
じ
よ
う
と
す
る
観
光
施
策

農
業
の
動
向
に
関
す
る
年
次
報
告

次
年
度
に
講
じ
よ
う
と
す
る
農
業
施
策

沿
岸
漁
業
等
の
動
向
に
関
す
る
年
次
報
告

次
年
度
に
講
じ
よ
う
と
す
る
沿
岸
漁
業
等
の
施
策

中
小
企
業
の
動
向
に
関
す
る
年
次
報
告

次
年
度
に
講
じ
よ
う
と
す
る
中
小
企
業
施
策

地
方
財
政
の
状
況
‐ 表

題

副
題

独
占
白
書

観
光
白
書

農
業
白
書

中
小
企
業
白
書

地
方
財
政
白
書

通
称
名

121110 9 8765432 1

経
済
企
画
庁

″

法
務
省

厚
生
省

通
商
産
業
省

〃〃〃〃

運
輸
省

労
働
省

〃

所
管
省
庁
名

画
○
○
再
ロ
ヨ
一
○
の
巨
甸
く
の
琶
○
｛
』
四
口
癖
室

図
説
経
済
白
書

出
入
国
管
理
の
実
態

国
民
栄
養
の
現
状

電
気
事
業
の
現
状
と
電
力
再
編
成
加
年
の
経
緯

石
油
産
業
の
現
状

経
済
協
力
の
現
状
と
問
題
点

わ
が
国
工
業
立
地
の
現
状

映
画
産
業
白
書

踏
切
道
の
現
状
と
問
題
点

婦
人
の
現
状

婦
人
労
働
の
実
状 表

題
国
民
栄
養
調
査
成
績

電
力
白
書

工
業
立
地
と
工
業
用
水

副
題

入
管
白
書

国
民
栄
餐
白
書

電
力
白
書

石
油
産
業
白
書

経
済
協
力
白
書

工
業
立
地
白
書

踏
切
白
書

婦
人
問
題
白
書

婦
人
労
働
白
書

通
称
名



二
国
会
に
対
す
る
報
告
又
は
報
告
書
を
白
書
と
し
て
刊
行
す
る
も
の

一
閣
議
に
配
布
さ
れ
る
白
書

（
参
考
資
料
二
）
閣
議
で
決
定
、
配
布
等
が
行
わ
れ
て
い
る
白
書

墾
溌
眞
筐
藝

硯
光
白
書

で

午
次
幹
告
書

に
関
す
る
年
次
報
告

お
い
て
講
じ
よ
う
と

安
員
会
）
年
次
報
告

（
注
一
）
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
白
書
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
閣

議
決
定
、
閣
議
了
解
、
閣
議
報
告
と
い
っ
た
手
続
き
は
と

ら
ず
、
閣
議
に
お
い
て
そ
れ
を
配
布
し
て
い
る
も
の
で
あ

ヲ
（
》
。

（
注
二
）
「
白
書
名
」
は
、
正
式
名
称
と
同
一
の
も
の
以
外
は

通
称
で
あ
り
、
大
蔵
省
印
刷
局
等
で
市
販
さ
れ
る
場
合
の

名
称
を
記
載
し
て
い
る
。

（
注
三
）
「
正
式
名
称
」
と
は
、
閣
議
に
、
当
該
白
書
が
配
布

さ
れ
る
際
の
名
称
を
記
載
し
て
い
る
。

酬
則
会
一
州
職
剛
岾
獅

匡
家
公
務
員
法
別
柔

硯
光
基
本
法
５
条 (‐

（
二
口
メ
モ
）

團
C a

白
番
・
青
書

－241－

警
察
白
書

青
少
年
白
書

防
衛
白
書

経
済
白
書

国
民
生
活
白
書

世
界
経
済
白
書

科
学
技
術
白
書

原
子
力
白
書

原
子
力
安
全白
書

犯
罪
白
書

外
交
青
書

教
育
白
書

厚
生
白
書

通
商
白
書

白
書
名
●

同
上
青
少
年
問
題
の
現
状
と
課
題

日
本
の
防
衛

年
次
経
済
報
告

同
上
年
次
世
界
経
済
報
告

同
上
原
子
力
年
報

原
子
力
安
全
年
報

同
上
外
交
青
書
わ
が
外
交
の
近
況

我
が
国
の
文
教
施
策

厚
生
行
政
年
次
報
告
書

同
上 正

式
名
称

警
察
庁

総
務
庁

防
衛
庁

経
済
企
画
庁

同
右
同
右
科
学
技
術
庁

原
子
力
委
員
会

原
子
力
安
全
委
員
会

法
務
省

外
務
省

文
部
省

厚
生
省

通
商
産
業
省

所
管
省
庁
等

白
書
名

正
式
名
称

所
管
省
庁

根
拠
法

備
考

運
輸
白
書

海
上
保
安
白
書

通
信
白
書

労
働
白
書

建
設
白
書

消
防
白
書

白
書
名

運
輸
経
済
年
次
報
告
書

海
上
保
安
の
現
況

通
信
に
関
す
る
現
状
報
告

労
働
経
済
の
分
析

国
土
建
設
の
現
況

同
上 正

式
名
称

運
輸
省

同
右
郵
政
省

労
働
省

建
設
省

自
治
省

所
管
省
庁
等



公
害
紛
争
処
理
（
公
害
等
調
整
委
員
会
）
年
次
報
告

白
書
交
通
安
全
白
書
交
通
事
故
の
状
況
及
び
交
通
安
全
施
策
の
概
況
・

次
年
度
に
お
い
て
実
施
す
べ
き
交
通
安
全
施
策
に

関
す
る
計
画

環
境
白
書
公
害
の
状
況
に
関
す
る
年
次
報
告
・
次
年
度
に
お
い

て
講
じ
よ
う
と
す
る
公
害
の
防
止
に
関
す
る
施
策

防
災
白
書
防
災
に
関
し
て
と
っ
た
措
置
の
概
況
・
次
年
度
に
お

い
て
実
施
す
べ
き
防
災
に
関
す
る
計
画

土
地
白
書
土
地
の
動
向
に
関
す
る
年
次
報
告
・
次
年
度
に
お
い

て
講
じ
よ
う
と
す
る
基
本
的
な
施
策

農
業
白
書
農
業
の
動
向
に
関
す
る
年
次
報
告
・

次
年
度
に
お
い
て
講
じ
よ
う
と
す
る
農
業
施
策

漁
業
白
書
漁
業
の
動
向
に
関
す
る
年
次
報
告
・
次
年
度
に
お
い

て
沿
岸
漁
業
等
に
つ
い
て
講
じ
よ
う
と
す
る
施
策

林
業
白
書
林
業
の
動
向
に
関
す
る
年
次
報
告
・

次
年
度
に
お
い
て
講
じ
よ
う
と
す
る
林
業
施
策

中
小
企
業
白
書
中
小
企
業
の
動
向
に
関
す
る
年
次
報
告
・
次
年
度
に

お
い
て
講
じ
よ
う
と
す
る
中
小
企
業
施
策

地
方
財
政
白
書
地
方
財
政
の
状
況

（
注
二
「
備
考
」
欄
の
ａ
、
ｂ
及
び
Ｃ
の
意
味
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ａ
報
告
は
、
国
会
及
び
内
閣
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。
（
国
会
に
対
し
て
は
、
内
閣
を
経
由
せ
ず
人
事
院
か
ら
直
接

報
告
さ
れ
、
内
閣
に
対
し
て
は
、
閣
議
で
の
配
布
、
説
明
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
）

ｂ
報
告
は
、
閣
議
決
定
の
後
国
会
に
提
出
さ
れ
る
。

Ｃ
報
告
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
経
由
し
て
、
国
会
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。
（
国
会
送
付
に
つ
い
て
閣
議
決
定
が
行

わ
れ
る
。
）

（
注
二
）
「
白
書
名
」
は
、
大
蔵
省
印
刷
局
で
市
販
さ
れ
る
場
合
の
名
称
を
記
載
し
て
い
る
。

（
注
三
）
『
正
式
名
称
」
は
、
閣
議
決
定
等
が
行
わ
れ
る
際
の
名
称
を
記
載
し
て
い
る
。

患

環
境
庁

国
土
庁

国
土
庁

農
林
水
産
省

農
林
水
産
省

農
林
水
産
省

通
商
産
業
省

公
害
等
調
整

委
員
会

総
務
庁

自
治
省

公
害
等
調
整
委
員
会
設
置
法
Ⅳ
条

交
通
安
全
対
策
基
本
法
追
条

公
害
対
策
基
本
法
７
条

災
害
対
策
基
本
法
９
条

土
地
基
本
法
皿
条

農
業
基
本
法
岨
条

沿
岸
漁
業
等
振
興
法
７
条

林
業
基
本
法
９
条

中
小
企
業
基
本
法
８
条

地
方
財
政
法
別
条
の
２

鯵
（
二
口
メ
モ
）

匿
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白
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・
膏
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